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１【提出理由】

当社は、平成29年３月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５

第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので

あります。

 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成29年３月29日

 

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金42円 総額 136,943,184円

ロ 効力発生日

平成29年３月30日

 
第２号議案 定款一部変更の件

イ インターネットの普及を考慮し、法務省令の規定に基づき、株主総会参考書類等をインターネットにより開

示することを可能とするため、第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）を新設す

るものであります。

ロ 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設するものでありま

す。併せて、補欠監査役の予選の有効期間について、選任手続きの煩雑さを勘案し、選任後４年以内に終了

する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとするよう、変更案第34条に規定を新

設するものであります。

ハ 字句の修正及び上記条文の新設に伴う条数等の変更を行うものであります。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

 

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成(反対)割合

(％)

第１号議案
剰余金の処分の件

18,306 215 － (注)１ 可決 98.8

第２号議案
定款一部変更の件

18,491 30 － (注)２ 可決 99.8
 

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ

り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が

できていない議決権数は加算しておりません。

 

EDINET提出書類

マークラインズ株式会社(E31023)

臨時報告書

2/2


	表紙
	本文
	１提出理由
	２報告内容

